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規 則 

 

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 三 十 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 五 号  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 事 務 決 裁 及 び 委 任 規 則 （ 平 成 十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 一 防 災 対 策 部 災 害 対 策 課 の 表 中 第 一 号 の 項 を 削 り 、 第 二 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 一 号 の

項 と す る 。  

1 
  

災 害 対 策 基
本 法 の 施 行
に 関 す る 事

務 

法第 57条の規定による通信設備の優
先利用等の要請  

        ○            

別 表 第 一 防 災 対 策 部 災 害 対 策 課 の 表 中 第 三 号 の 項 を 削 り 、 第 四 号 の 項 を 第 二 号 の 項 と す る 。  

別 表 第 一 防 災 対 策 部 災 害 対 策 課 の 表 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。  

防災対策部 災害即応・連携課 

区
分 

事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関の
名称 知

事 

専決者  受

任
者 副

知

事 

本庁 地域機関  

部
長 

次
長 

課
長 

班
長 

所
長 

室
長  

課
長 

所
長 

1 
  

自衛隊法（昭
和 29 年法律
第 165 号）の

施 行 に 関 す
る事務  

法第 83条の規定による災害派遣要請      ○                

2 災 害 対 策 基
本 法 の 施 行

に 関 す る 事
務 

1 法第 33 条の規定による派遣職員に
関する資料の提出等  

    ○       

2 法第 53 条の規定による被害状況の

報告 

    ○       

3 法第 55 条の規定による通知等       ○      

3 土 砂 災 害 警
戒 区 域 等 に

お け る 土 砂
災 害 防 止 対
策 の 推 進 に

関 す る 法 律
（平成 12 年
法律第 57 号）

の 施 行 に 関
する事務  

法第 29 条第 1 項の規定による土砂災
害緊急情報の通知又は周知  

     ○      

別 表 第 一 戦 略 企 画 部 企 画 課 の 表 第 一 号 の 項 第 一 号 中 「 総合的計画 」 を 「総合的な計画 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 戦 略 企 画 部 政 策 提 言 ・ 広 域 連 携 課 の 表 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。  

戦略企画部 人口減少対策課 

区

分 
事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関の

名称 知
事 

専決者  受
任

者 副
知

事 

本庁 地域機関  

部
長 

次
長 

課
長 

班
長 

所
長 

室
長  

課
長 

所
長 

1 

 

人 口 減 少 対

策の推進に  

1 地方版まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定及び改定  

○           
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 関する事務  2 地方版まち・ひと・しごと創生総合

戦略の進行管理（進行管理に関する
国施策との調整等を含む。）  

  ○         

 

 

 3 人口減少対策の推進に関する総合

企画及び調整  

  ○         

2 地 域 再 生 法
（平成 17 年
法律第 24 号）

の 施 行 に 関
する事務  

1 法第 5 条第 1 項の規定による地域再
生計画の申請  

    ○       

2 法第 13 条第 1 項の規定による交付
金事務に関すること。  

    ○       

別 表 第 一 医 療 保 健 部 医 療 政 策 課 の 表 第 二 号 の 項 中 第 百 二 十 一 号 を 第 百 二 十 五 号 と し 、 第 六 十 七 号 か ら 第 百 二 十

号 ま で を 四 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 六 十 六 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。  

67 法第 30 条の 18 の 2 第 2 項の規定

による外来機能報告の実施命令又は

是正命令  

   ○        

68 法第 30 条の 18 の 2 第 3 項におい
て準用する法第 30 条の 13 第 3 項の
規定による病院等の外来機能報告に

関する必要な情報の要求  

    ○        

69 法第 30 条の 18 の 2 第 3 項におい
て準用する法第 30 条の 13 第 6 項の
規定による病院等が外来機能報告の

実施命令等に従わない旨の公表  

   ○        

70 法第 30 条の 18 の 3 第 2 項におい
て準用する法第 30 条の 13 第 3 項の

規定による無床診療所の外来機能報
告に関する必要な情報の要求  

    ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 医 療 政 策 課 の 表 中 第 二 十 四 号 の 項 を 削 り 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

24 
 

が ん 対 策 基
本法（平成 18

年 法 律 第 98
号）の施行に
関する事務  

1 法第 12 条第 1 項の規定による都道
府県がん対策推進計画の策定  

  ○         

2 法第 12 条第 3 項の規定による都道
府県がん対策推進計画の変更  

  ○         

25 が ん 登 録 等
の 推 進 に 関
する法律（平

成 25 年法律
第 111 号）の
施 行 に 関 す

る事務  

1 法第 6 条第 2 項の規定による届出対
象情報の届出を行う診療所の指定  

    ○       

2 法第 6 条第 5 項の規定による届出対
象情報の届出を行う診療所の指定の

取消 

    ○       

3 法第 7 条第 1 項の規定による届出対
象情報の届出の勧告  

    ○       

4 法第 7 条第 2 項の規定による勧告に
従わない旨の公表  

    ○       

5 法第 8 条第 1 項の規定による厚生労
働大臣への登録情報の提出  

    ○       

6 法第 10 条第 2 項の規定による厚生
労働大臣への報告（法第 13 条第 2 項

において準用する場合を含む。）  

    ○       

7 法第 11 条第 3 項の規定による厚生
労働大臣への提出  

    ○       

8 法第 18 条第 1 項の規定による都道
府県がん情報又はこれに係る特定匿

名化情報の都道府県による利用又は
提供 

    ○       

9 法第 18 条第 2 項の規定による審議

会等への意見聴取  

    ○       

10 法第 19 条第 1 項の規定による市町  
村の名称が記録されているがんに係
る情報又はこれに係る特定匿名化情

報の提供  

    ○       

令和4年3月30日 三　重　県　公　報 号　　外

3



11 法第 19 条第 2 項の規定による審議  

会等への意見聴取  

    ○       

12 法第 20条の規定による都道府県が  
ん情報の病院等への提供  

    ○       

13 法第 21 条第 8 項の規定によるがん  

に係る調査研究を行う者への提供  

    ○       

14 法第 21 条第 9 項の規定によるがん  
に係る調査研究を行う者への提供  

    ○       

15 法第 21 条第 10 項の規定による審
議会等への意見聴取  

    ○       

16 法第 22 条第 1 項の規定によるデー  
タベースの整備  

    ○       

17 法第 22 条第 2 項の規定による審議  
会等への意見聴取  

    ○       

18 法第 22 条第 3 項の規定による都道  

府県がん情報の匿名化又は消去  

    ○       

19 法第 22 条第 4 項の規定による審議  
会等への意見聴取  

    ○       

20 法第 24 条第 1 項の規定による権限

及び事務の委任  

    ○       

21 法第 36条の規定による報告の徴収      ○       

22 法第 37 条の規定による助言      ○       

23 法第 38 条第 1 項の規定による違反  
行為の中止その他違反を是正するた
めに必要な措置をとるべき旨の勧告  

    ○       

24 法第 38 条第 2 項の規定による命令      ○       

25 法第 38 条第 3 項の規定による命令      ○       

26 法第 42条の規定による厚生労働大  
臣への報告  

    ○       

27 がん登録等の推進に関する法律施
行規則（平成 27 年厚生労働省令第

137 号）施行規則第 21 条第 1 項の規
定による報告の徴収  

    ○       

28 省令第 21 条第 2 項の規定による指

示 

    ○       

26 三 重 県 が ん
対 策 推 進 条
例 （ 平 成 26

年 三 重 県 条
例第 3 号）に
関する事務  

1 条例第 22 条第 1 項の規定による三
重県がん対策推進協議会への意見聴
取 

    ○       

2 条例第 22 条第 2 項の規定による三

重県がん対策推進計画の策定又は変
更に伴う公表  

    ○       

3 条例第 23 条の規定による三重県が
ん対策推進計画にかかる年次報告書

の公表  

    ○       

27 健 康 寿 命 の
延 伸 等 を 図

る た め の 脳
卒中、心臓病
そ の 他 の 循

環 器 病 に 係
る 対 策 に 関
す る 基 本 法

（平成 30 年
法 律 第 105
号）の施行に

関する事務  

1 法第 11 条第 1 項の規定による都道
府県循環器病対策推進計画の策定  

  ○         

2 法第 11 条第 4 項の規定による都道

府県循環器病対策推進計画の変更  

  ○         

別 表 第 一 医 療 保 健 部 医 療 介 護 人 材 課 の 表 中 第 十 五 号 の 項 及 び 第 十 六 号 の 項 を 削 る 。  

別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 十 七 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

令和4年3月30日 三　重　県　公　報 号　　外

4



17 法第 15 条の 3 第 1 項の規定による

報告の要請又は質問（新型コロナウ  
イルス感染症及び再興型コロナウイ
ルス感染症に係るものを除く。）  

         ○ 保健所  

           
別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 第 一 号 の 項 第 四 十 七 号 及 び 第 四 十 八 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 改 め 、

同 項 第 四 十 九 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 、「感染症患者」 を「2 類感染症患者」 に 改 め 、 同 項 第 五 十

号 及 び 第 五 十 一 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 改 め 、 同 項 中 第 五 十 二 号 及 び 第 五 十 三 号 を 削 り 、 同 項 第

五 十 四 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 五 十 五 号 を 削 り 、 同

項 第 五 十 六 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 三 号 と し 、 同 項 第 五 十 七 号 中 「 第 26

条第 2 項 」 を 「第 26 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 四 号 と し 、 同 項 第 五 十 八 号 中 「 第 26 条第 2 項 」 を 「第 26

条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 五 十 五 号 と し 、 同 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

56 法第 26 条第 2 項の規定により準用
する感染症患者の退院及び感染症の

病原体の保有の有無の確認（新型コ
ロナウイルス感染症及び再興型コロ
ナウイルス感染症に係るものを除

く。）  

         ○ 保健所  

57 法第 26 条の 2 の規定により準用す
る入院している結核患者に対する 30

日以内の入院の勧告又は入院の措置
及び入院期間の延長等（新型コロナ
ウイルス感染症及び再興型コロナウ

イルス感染症に係るものを除く。）  

         ○ 保健所  

別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 五 十 九 号 を 第 五 十 八 号 と し 、 第 六 十 号 か ら 第 七 十 一 号 ま で を 一 号 ず

つ 繰 り 上 げ 、 同 項 第 七 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 七 十 一 号 と す る 。  

71 法第 38 条の規定による第 1 種感染
症指定医療機関及び第 2 種感染症指
定医療機関の指定、指定辞退の届出

の受理及び指定の取消し  

    ○        

別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 七 十 三 号 を 第 七 十 二 号 と し 、 第 七 十 四 号 か ら 第 百 一 号 ま で を 一 号 ず

つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 第 二 号 の 項 中 第 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1  法第 6 条の規定による臨時の予防
接種の実施・指示・協力（新型コロナ  
ウイルス感染症及び再興型コロナウ

イルス感染症に係るものを除く。）  

    ○        

別 表 第 一 感 染 症 対 策 課 の 表 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。  

医療保健部 ワクチン・物資支援プロジェクトチーム 

区
分 

事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関の
名称 知

事 

専決者  受
任
者 副

知
事 

本庁 地域機関  

部
長 

次
長 

課
長 

班
長 

所
長 

室
長  

課
長 

所
長 

1 
 

予 防 接 種 法
の 施 行 に 関

する事務   

 法第 6 条の規定による臨時の予防接
種の実施・指示・協力（新型コロナウ

イルス感染症及び再興型コロナウイル
ス感染症に係るものに限る。）  

    ○       

別 表 第 一 医 療 保 健 部 健 康 推 進 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

16 三 重 県 肝 が

ん・重度肝硬
変 治 療 研 究
促 進 事 業 実

施 要 綱 の 施
行 に 関 す る
事務 

1 要綱第 5 の(1)の規定による指定医

療機関の指定  

    ○       

2 要綱第 5 の(1)の規定による指定医
療機関の指定の取消し  

    ○       

3 要綱第 5 の(2)の規定による指定医
療機関への費用の交付  

    ○       

4 要綱第 6 の(1)の規定による対象患

者の認定  

      ○    保健所  

令和4年3月30日 三　重　県　公　報 号　　外

5



5 要綱第 6 の(3)の規定による対象患

者の認定の取消し  

      ○    保健所  

  6 要綱第 7 の(1)の規定による厚生労
働大臣への個人票の提出  

    ○       
別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 一 号 の 項 第 六 号 中 「 法第 62 条第 1 項及び第 3 項 」 を 「法第 68 条第 1 項

及び第 3 項 」 に 改 め 、 同 項 第 七 号 及 び 第 八 号 中 「 第 62 条第 1 項 」 を 「第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 九 項 か ら

第 十 一 号 ま で の 号 中 「 第 62 条第 1 項及び第 3 項 」 を 「第 68 条第 1 項及び第 3 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 二 号 中 「 第

62 条第 1 項 」 を 「第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 三 号 中 「 第 52 条 」 を 「第 55 条 」 に 、 「第 62 条第 1 項 」 を

「第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 項 第 十 四 号 中 「 第 53 条第 2 項 」 を 「第 56 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 項 中 第 四 十 号 を 第

四 十 二 号 と し 、 第 二 十 四 号 か ら 第 三 十 九 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 項 第 二 十 三 号 中 「 第 65 条 」 を 「第 71 条 」

に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 五 号 と し 、 同 項 第 二 十 二 号 中 「 第 64 条第 2 項 」 を 「第 70 条第 2 項 」 に 改 め 、 同 号 を

同 項 第 二 十 四 号 と し 、 同 項 中 第 二 十 一 号 を 削 り 、 同 項 第 二 十 号 中 「 第 59 条第 2 項 」 を 「第 64 条第 2 項 」 に 、 「第

62 条第 1 項 」 を 「第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 三 号 と し 、 同 項 第 十 九 号 中 「 第 59 条第 1 項 」 を 「第

64 条第 1 項 」 に 、 「第 62 条第 1 項 」 を 「第 68 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 二 号 と し 、 同 項 第 十 八 号 中

「 第 58 条第 3 項及び第 5 項 」 を 「第 63 条第 3 項及び第 5 項 」 に 改 め 、 「 報告 」 の 次 に 「（法第 68 条第 1 項におい

て準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 号 を 同 項 第 二 十 一 号 と し 、 同 項 第 十 七 号 中 「 第 56 条 」 を 「第 61 条 」 に 、

「第 62 条第 1 項及び第 3 項 」 を 「第 68 条第 1 項及び第 3 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 号 と し 、 同 項 第 十 六 号

中 「 第 55 条第 1 項 」 を 「第 60 条第 1 項 」 に 、 「第 62 条第 1 項及び第 3 項 」 を 「第 68 条第 1 項及び第 3 項 」 に 改

め 、 同 号 を 同 項 第 十 九 号 と し 、 同 項 第 十 五 号 中 「 第 54 条 」 を 「第 59 条 」 に 、 「第 62 条第 1 項及び第 3 項 」 を 「第

68 条第 1 項及び第 3 項 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 八 号 と し 、 第 十 四 号 の 次 に 次 の 三 号 を 加 え る 。  

15 法第 57条の規定による営業の届出
の受理（法第 68 条第 1 項及び第 3 項

において準用する場合を含む。）  

         ○ 保健所  

16 法第 58 条第 1 項の規定による食品
等の回収の届出の受理（法第 68 条第

1 項において準用する場合を含む。） 

         ○ 保健所  

17 法第 58 条第 2 項の規定による食品
等の回収の届出の厚生労働大臣又は
内閣総理大臣への報告（法第 68 条第

1 項において準用する場合を含む。） 

    ○        

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 一 号 の 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

43 省令第 71 条の 2 の規定による廃業
の届出の受理  

         ○ 保健所  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 二 号 の 項 及 び 第 三 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 三 重 県 食 品

衛 生 法 施 行
条例（令和 2
年 三 重 県 条

例第 53 号）
の 施 行 に 関
する事務   

 

1 条例第 4 条第 1 項による営業許可証

の交付  

         ○ 保健所  

2 条例第 4 条第 2 項による届出済証の
交付 

         ○ 保健所  

3 条例第 5 条第 1 項の規定による生食

用食肉の加工又は調理を行う営業施
設の届出の受理  

         ○ 保健所  

4 条例第 6 条第 1 項の規定によるふぐ
の処理を行う営業施設の届出の受理  

         ○ 保健所  

5 条例第 7条の規定によるふぐ処理者

の認定  

         ○ 保健所  

6 条例第 8条の規定によるふぐ処理者
の免許及び免許証の交付  

       ○    保健所  

7 条例第 8条の規定によるふぐ処理者

試験の実施  

    ○       

 8 条例第 10 条の規定によるふぐ処理
者免許の取消し  

   ○        

3 三 重 県 食 品
衛生規則（令  

和 3 年三重県  

1 規則第 4条の規定による食品衛生監
視票の交付  

           

 (1) と畜場内における食肉及び大規           ○ 食肉衛生検  
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 規則第 13 号）

の 施 行 に 関
する事務  

模食鳥処理場内における食鳥肉に

係るもの  

          査所 

 (2) (1)以外のもの           ○ 保健所  

 2 規則第 13 条第 4 項の規定による届
出済証の交付  

         ○ 保健所  

  3 規則第 18 条の規定による営業許可
証の書換え交付  

         ○ 保健所  

  4 規則第 19 条の規定による営業許可
証の再交付  

         ○ 保健所  

  5 規則第 23 条第 2 項の規定による生
食用食肉取扱施設届出済証の交付  

         ○ 保健所  

  6 規則第 24 条の規定による生食用食

肉の加工又は調理を行う営業施設の
変更の届出の受理及び届出済証の交
付 

         ○ 保健所  

  7 規則第 25 条の規定による生食用食

肉の加工又は調理を行う営業施設の
廃業の届出の受理  

         ○ 保健所  

  8 規則第 26 条第 2 項の規定によるふ

ぐ取扱施設届出済証の交付  

         ○ 保健所  

  9 規則第 27 条の規定によるふぐの処
理を行う営業施設の変更の届出の受
理及び届出済証の交付  

         ○ 保健所  

  10 規則第 28条の規定によるふぐの処

理を行う営業施設の廃業の届出の受  
理 

         ○ 保健所  

  11 規則第 30条の規定によるふぐ処理  
者名簿の登録  

       ○    保健所  

  12 規則第 31条の規定によるふぐ処理
者試験の公告  

    ○       

  13 規則第 32条の規定によるふぐ処理  
者試験の受験申込の受理  

    ○       

  14 規則第 33条の規定によるふぐ処理

者試験合格証書の交付  

    ○       

  15 規則第 36条の規定によるふぐ処理  
者免許証の書換え交付  

       ○    保健所  

  16 規則第 37条の規定によるふぐ処理  

者免許証の再交付  

       ○    保健所  

  17 規則第 38条の規定によるふぐ処理  
者免許証の返納の受理  

       ○    保健所  

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 四 号 の 項 中 第 九 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 八 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  

9 法第 10 条の 2 第 1 項の規定による

自主回収の届出の受理  

         ○ 保健所  

10 法第 10 条の 2 第 1 項の規定による
自主回収の届出の消費者庁長官への
報告 

    ○        

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 五 号 の 項 中 第 八 号 を 削 り 、 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号 ま で

を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

2 法第 3 条第 1 号の規定による調理師

養成施設の指定  

    ○        

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 五 号 の 項 第 九 号 中 「 政令第 1 条の 3 」 を 「 調理師法施行令（昭和 33 年政

令第 303 号）第 1 条の 2 」 に 改 め 、 同 項 第 十 号 中 「 第 1 条の 4 」 を 「 第 1 条の 3 」 に 改 め 、 同 項 第 十 一 号 中 「 第 1

条の 5 」 を 「 第 1 条の 4 」 に 、 「 変更 」 を 「変更又は廃止 」 に 改 め 、 同 項 第 十 二 号 を 削 り 、 同 項 第 十 三 号 中 「 公示 」

を 「厚生労働大臣への報告及び公示 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 十 二 号 と し 、 同 項 中 第 十 四 号 及 び 十 五 号 を 削 り 、 第

十 六 号 を 第 十 三 号 と し 、 第 十 七 号 か ら 第 二 十 二 号 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 十 九 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。  
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20 政令第 15 条の 2 の規定により準用

する政令第 2 条から第 3 条まで、第 6
条、第 7 条第 3 項及び第 8 条から第 9 
条までの規定による指定届出受理機

関に係る委任都道府県知事が行う事
務 

    ○        

           

21 政令第 15 条の 2 の規定により準用

する政令第 7 条第 1 項及び第 2 項の
規定による指定届出受理機関の指定
の取消し  

   ○        

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 五 号 の 項 中 第 二 十 三 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 同 項 第 二 十 四 号 中 「 第 17 条 」

を 「第 16 条 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 二 十 三 号 と し 、 同 項 中 第 二 十 五 号 を 第 二 十 四 号 と し 、 第 二 十 六 号 を 第 二 十 五

号 と し 、 第 二 十 七 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 第 二 十 八 号 を 削 り 、 第 二 十 九 号 を 第 二 十 七 号 と し 、 第 三 十 号 か ら 第 三 十

二 号 ま で を 二 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 三 十 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

31 規則第 9 条の規定による調理師連

合会設立の届出の受理  

    ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 五 号 の 項 第 三 十 三 号 中 「 告示 」 を 「公示 」 に 改 め 、 同 号 を 第 三 十 二 号 と

す る 。  

 別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 六 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

6 製 菓 衛 生 師
法 （ 昭 和 41
年法律第 115

号）の施行に
関する事務  

1 法第 3 条の規定による製菓衛生師の
免許 

       ○    保健所  

 2 法第 4 条第 1 項の規定による製菓衛
生師試験の実施  

    ○       

 3 法第 4 条第 2 項の規定による指定試
験機関への事務の委任  

    ○       

  4 法第 5 条第 1 項の規定による製菓衛
生師養成施設の指定  

    ○       

  5 法第 7 条第 1 項の規定による製菓衛

生師名簿の備付け及び登録  

       ○    保健所  

  6 法第 7 条第 3 項の規定による製菓衛
生師免許証 (以下この項において｢免
許証｣という｡)の交付  

       ○    保健所  

  7 法第 8条の規定による製菓衛生師の
免許の取消し  

   ○        

  8 製菓衛生師法施行令（昭和 41 年政
令第 387 号）第 3 条第 1 項の規定によ

る登録事項の変更に伴う製菓衛生師
名簿の訂正  

       ○    保健所  

  9 政令第 4条の規定による登録の消除         ○    保健所  

  10 政令第 5 条第 1 項の規定による免
許証の書換え交付  

       ○    保健所  

  11 政令第 6 条第 1 項の規定による免
許証の再交付  

       ○    保健所  

  12 政令第 6 条第 4 項及び第 7 条の規
定による免許証の返納の受理  

       ○    保健所  

  13 政令第 8 条の規定による免許の取

消しに係る通知  

    ○       

  14 政令第 10 条第 1 項の規定による指  
定試験機関への事務の委任の厚生労
働大臣への報告及び公示  

    ○       

  15 政令第 17条の規定による指定試験  
機関の事務の委任の解除、厚生労働
大臣への報告及び公示  

    ○       

  16 政令第 18 条第 3 項の規定による委  

任都道府県知事が試験を行う場合又
は行わない場合の公示  

    ○       

  17 政令第 21条の規定による養成施設      ○       
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  の内容変更又は廃止の承認及び変更

届出の受理  

           

  18 政令第 22条の規定による養成施設
の報告の徴収及び指示  

    ○       

  19 政令第 23条の規定による養成施設  
の指定の取消し  

   ○        

  20 製菓衛生師法施行規則（昭和 41 年  

厚生省令第 45 号）第 4 条の規定によ
る指定試験機関の試験事務の範囲の
確定 

    ○       

  21 省令第 14条の規定による指定試験  
機関からの試験の結果報告書の受理  

    ○       

  22 省令第 15条の規定による指定試験  
機関の試験事務の引継ぎ書類等の受  

理 

    ○       

  23 製菓衛生師法施行細則（昭和 42 年  
三重県規則第 50 号）第 1 条の規定に
よる試験実施の公告  

    ○       

  24 規則第 2 条の規定による製菓衛生

師試験受験申込書の受理  

    ○       

  25 規則第 3 条の規定による製菓衛生
師試験の合格証書の交付  

    ○       

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 七 号 の 項 第 十 七 号 中 「 第 19 条第 2 項 」 を 「第 19 条第 1 項 」 に 改 め 、 同

項 中 第 二 十 三 号 を 削 り 、 同 項 第 二 十 二 号 中 「 と畜場法等施行細則（昭和 31 年三重県規則第 65 号）第 14 条 」 を 「規

則第 12 条 」 に 改 め 、 同 号 を 第 二 十 三 号 と し 、 第 二 十 一 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

22 と畜場法等施行細則（昭和 31 年三

重県規則第 65 号）第 4 条の規定によ
ると畜場の工事完了の届出の受理  

    ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 食 品 安 全 課 の 表 第 二 十 三 号 の 項 を 削 り 、 同 表 中 第 二 十 四 号 の 項 を 第 二 十 三 号 の 項 と し 、 同

表 第 二 十 五 号 の 項 第 十 九 号 中 「 提出 」 を 「受理 」 に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 二 十 四 号 の 項 と し 、 同 表 中 第 二 十 六 号 の

項 を 第 二 十 五 号 の 項 と す る 。  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 一 号 の 項 第 二 十 号 中 「 変更 」 を 「一部変更 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 九 号 を 次 の

よ う に 改 め る 。  

29 法第 14 条の 9 の規定による医薬品
等の製造販売の届出及び変更の届出

の受理  

           

(1) 薬局製造販売医薬品に係るもの          ○ 保健所  

(2) (1)以外のもの      ○      

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 一 号 の 項 中 第 九 十 一 号 を 削 り 、 同 項 中 第 九 十 二 号 を 第 九 十 一 号 と し 、 第 九 十

三 号 か ら 第 百 五 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 同 項 百 五 十 五 号 中 「 返納の届出 」 を 「返納 」 に 改 め 、 同 号 を 同

項 第 百 五 十 四 号 と し 、 同 項 中 第 百 五 十 六 号 を 第 百 五 十 五 号 と し 、 第 百 五 十 七 号 か ら 第 百 六 十 号 ま で を 一 号 ず つ 繰

り 上 げ 、 同 項 第 百 六 十 一 号 中 「 経由 」 を 「進達 」 に 改 め 、 同 号 を 同 項 第 百 六 十 号 と し 、 第 百 六 十 二 号 か ら 第 百 七

十 八 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 二 号 の 項 中 第 七 号 を 第 十 一 号 と し 、 第 二 号 か ら 第 六 号 ま で を 四 号 ず つ 繰 り 下

げ 、 第 一 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。  

2 法第 8 条第 7 項の規定による厚生労

働大臣への書類の求め  

    ○        

3 法第 8 条第 8 項の規定による調書及
び報告書の受理及び厚生労働大臣へ

の当該調書及び報告書の写し並びに
意見書の提出  

    ○        

4 法第 8 条第 12 項の規定による弁明
の聴取の通知  

    ○        

5 法第 8 条第 15 項の規定による厚生

労働大臣への報告書の提出  

    ○        
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別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 二 号 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。  

12 医師法、歯科医師法、保健師助産

師看護師法及び薬剤師法意見の聴取
等手続規則第 3条で準用する厚生労
働省聴聞手続規則第 4条の規定によ

る意見の聴取の期日又は場所の変更
及びその通知  

    ○        

           
別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と し 、 第 十 号 か ら 第 二 十 四 号 ま で

を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ 、 第 二 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

24 政令第 36 条の 4 の規定による通知

及び名簿の送付  

    ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 二 十 七 号 を 第 二 十 八 号 と し 、 第 二 十 六 号 を 第 二 十 七 号 と し 、 第

二 十 五 号 を 第 二 十 六 号 と し 、 第 二 十 四 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

25 政令第 36 条の 6 の規定による通知      ○        

別 表 第 一 医 療 保 健 部 薬 務 課 の 表 第 四 号 の 項 第 二 十 号 中 「 届出 」 を 「設置及び変更の届出 」 に 改 め 、 同 項 第 三 十

一 号 中 「 実施 」 を 「公示及び実施 」 に 改 め 、 同 項 第 三 十 三 号 中 「 要請 」 を 「申請 」 に 改 め 、 同 項 第 四 十 二 号 中 「 と

の委託契約の締結 」 を 「への委託 」 に 改 め 、 同 表 第 七 号 の 項 中 第 二 十 一 号 を 削 り 、 第 二 十 二 号 を 第 二 十 一 号 と し 、

第 二 十 三 号 を 第 二 十 二 号 と し 、 第 二 十 四 号 を 第 二 十 三 号 と し 、 同 表 第 八 号 の 項 中 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

2 法第 7 条の第 1 項の規定による報
告、立入検査、質問及び収去  

         ○ 保健所  

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 福 祉 監 査 課 の 表 第 一 号 の 項 第 二 号 中 「 一時役員の専任 」 の 次 に 「（法第 143 条において

準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 六 号 か ら 第 九 号 ま で の 規 定 中 「 届出の受理 」 の 次 に 「（法第 141 条におい

て準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 十 七 号 中 「 物件の検査 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を

含む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 十 八 号 中 「 社会福祉法人に対する勧告 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含

む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 十 九 号 中 「 社会福祉法人の公表 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含む。） 」 を

加 え 、 同 項 第 二 十 号 中 「 社会福祉法人に対する措置命令 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含む。） 」

を 加 え 、 同 項 第 二 十 一 号 中 「 役員の解職勧告 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同

項 第 二 十 三 号 中 「 法第 58 条第 4 項 」 を 「法第 58 条第 4 項及び第 144 条 」 に 改 め 、 同 項 第 二 十 五 号 中 「 所轄庁に

対する意見 」 の 次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 十 六 号 中 「 協力の要求 」 の

次 に 「（法第 144 条において準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 項 第 二 十 七 号 中 「 市長に対する支援 」 の 次 に 「（法

第 144 条において準用する場合を含む。） 」 を 加 え 、 同 項 中 第 三 十 一 号 を 第 三 十 九 号 と し 、 第 三 十 号 の 次 に 次 の 八

号 を 加 え る 。  

31 法第 127 条の規定による一般社団

法人の社会福祉連携推進認定  

   ○        

32 法第 129 条の規定による社会福祉
連携推進認定の通知及び公示  

    ○        

33  法第 139 条第 1 項の規定による社

会福祉連携推進法人の定款の変更の
認可 

    ○        

34 法第 140 条の規定による社会福祉
連携推進方針の変更の認定  

    ○        

35 法第 142 条の規定による代表理事

の選定及び解職の認可  

    ○        

36 法第 145 条第 1 項及び第 2 項の規
定による社会福祉連携推進認定の取
消し 

   ○        

37 法第 145 条第 3 項の規定による社
会福祉連携推進認定の取消しの公示  

    ○        

38 法第 146 条第 4 項の規定による認
定取消法人に対する通知  

    ○        

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 地 域 福 祉 課 の 表 第 二 十 一 号 の 項 中 第 八 号 を 第 十 二 号 と し 、 第 七 号 を 第 十 一 号 と し 、 第

六 号 の 次 に 次 の 四 号 を 加 え る 。  

7 法第 7 条第 1 項の規定による生活困

窮者就労準備支援事業の支援（変更） 

         ○ 福祉事務所 
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の決定及び通知            

8 法第 7 条第 2 項の規定による生活困

窮者家計改善支援事業の支援（変更） 
の決定及び通知  

         ○ 福祉事務所 

           

9 法第 7 条第 2 項の規定による生活困
窮者一時生活支援事業の支援（変更） 

の決定及び通知  

         ○ 福祉事務所 

10 法第 16 条第 2 項の規定による生活
困窮者就労訓練事業の支援（変更）
の決定及び通知  

         ○ 福祉事務所 

別 表 第 一 子 ど も ・ 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

16 
 

医 療 的 ケ ア
児 及 び そ の
家 族 に 対 す

る 支 援 に 関
する法律（令
和 3 年法律第

81 号）の施行
に 関 す る 事
務  

1  法第 14 条の規定による医療的ケア
児支援センターの指定  

    ○       

2 法第 16 条の規定による報告の徴収

等 

    ○       

 3 法第 17 条の規定による改善命令      ○       

 4 法第 18 条の規定による指定の取消
し 

   ○        

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 四 十 八 号 を 削 り 、 同 表 第 四 号 の 項 中 第 三 十 四 号 を 削 り 、

同 表 第 十 七 号 の 項 中 第 七 十 四 号 を 削 り 、 第 七 十 三 号 を 第 七 十 四 号 と し 、 第 四 十 四 号 か ら 第 七 十 二 号 ま で を 一 号 ず

つ 繰 り 下 げ 、 第 四 十 三 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

44 法第 18 条の 15 第 6 項の規定によ

る事前調査結果報告の受理  

       ○   地域防災総

合事務所等  

別 表 第 一 環 境 生 活 部 大 気 ・ 水 環 境 課 の 表 第 二 十 五 号 の 項 中 第 五 十 二 号 を 削 る 。  

別 表 第 一 環 境 生 活 部 廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

19 
 

盗 難 自 動 車
の 解 体 及 び
輸 出 の 防 止

等 に 関 す る
条例（令和 3
年 三 重 県 条

例第 24 号）
の 施 行 に 関
する事務  

1 条例第 3 条第 2 項及び条例第 13 条
第 2項の規定による特定自動車解体業
及び中古自動車輸出業の届出内容の

公安委員会からの通知の受理  

    ○       

 2 条例第 7 条第 2 項の規定による特定
自動車解体業者に対する助言、指導そ

の他の措置（条例第 13 条第 3 項にお
いて中古自動車輸出業者について準
用する場合を含む。）  

       ○    地域防災総
合事務所等  

  3 条例第 9 条第 2 項の規定による特定

自動車解体業者等に対する指示（条例
第 13 条第 3 項において中古自動車輸
出業者等について準用する場合を含

む。）  

       ○    地域防災総

合事務所等  

  4 条例第 9 条第 3 項の規定による特定
自動車解体業者等に対する報告の徴
収（条例第 13 条第 3 項において中古

自動車輸出業者等について準用する
場合を含む。）  

           

  (1) 本庁の実施に係るもの      ○       

  (2) (1)以外のもの         ○    地域防災総

合事務所等  

  5 条例第 9 条第 4 項の規定による特定
自動車解体業者等に対する立入調査
（条例第 13 条第 3 項において中古自

動車輸出業者等について準用する場
合を含む。）  

           

  (1) 本庁の実施に係るもの      ○       

  (2) (1)以外のもの         ○    地域防災総
合事務所等  

  6 条例第 9 条第 7 項の規定による特定
自動車解体業者等に対する指示内容
の公安委員会への通知（条例第 13 条 

    ○       
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  第 3項において中古自動車輸出業者等

について準用する場合を含む。）  

           

  7 条例第 16 条の規定による公安委員
会との協力  

  ○         
別 表 第 一 地 域 連 携 部 水 資 源 ・ 地 域 プ ロ ジ ェ ク ト 課 の 表 中 第 十 一 号 の 項 を 削 る 。  

別 表 第 一 地 域 連 携 部 地 域 支 援 課 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

地域連携部 地域づくり推進課 

区

分 
事務の種類  事項 

決裁区分  

地域機関の

名称 知
事 

専決者  受
任

者 副
知
事 

本庁 地域機関  

部
長 

次
長 

課
長 

班
長 

所
長 

室
長  

課
長 

所
長 

1 

  

地 域 支 援 事

業 の 推 進 に
関する事務  

地域支援事業に関する計画の策定及

び調整  

      ○              

2 辺 地 に 係 る
公 共 的 施 設

の 総 合 整 備
の た め の 財
政 上 の 特 別

措 置 等 に 関
する法律（昭
和 37 年法律

第 88 号）の
施 行 に 関 す
る事務  

1 法第 3 条第 4 項の規定による総合整
備計画の協議（同条第 8 項において準

用する場合を含む。）  

    ○       

2  法第 3 条第 6 項の規定による措置の
計画の決定（同条第 8 項において準用
する場合を含む。）  

   ○        

3 法第 7条の規定による助言及び調査      ○       

3 市 町 村 の 合

併 の 特 例 に
関 す る 法 律
（昭和 40 年

法律第 6 号）
の 施 行 に 関
する事務  

1 法第 5 条第 3 項及び第 8 項の規定に

よる協議  

    ○       

2 法第 5 条第 4 項の規定による送付の
受理（同条第 10 項において準用する

場合を含む。）  

    ○       

4 市 町 村 の 合

併 の 特 例 に
関 す る 法 律
（平成 16 年

法律第 59 号）
の 施 行 に 関
する事務  

1 法第 4 条第 2 項、第 4 項、第 8 項か

ら第 10 項まで、第 13 項及び第 16 項
の規定による報告の受理  

    ○       

2 法第 4 条第 20 項の規定による通知      ○       

3 法第 5 条第 2 項の規定による確認      ○       

4 法第 5 条第 3 項、第 8 項、第 11 項、

第 17 項及び第 23 項の規定による報告
の受理  

    ○       

5 法第 5 条第 4 項、第 9 項、第 12 項、
第 18 項及び第 24 項の規定による通知  

    ○       

6 法第 6 条第 3 項及び第 7 項の規定に
よる協議  

    ○       

7 法第 6 条第 4 項の規定による送付の
受理（同条第 9 項において準用する場

合を含む。）  

    ○       

8 法第 13 条第 1 項の規定による許可
（ 軽 微 な 規 約 変 更 に 係 る 場 合 を 除

く。）  

  ○         

9 法第 13 条第 1 項の規定による許可
（ 軽 微 な 規 約 変 更 に 係 る 場 合 に 限
る。）  

    ○       

10 法第 28 条第 1 項の規定による認可     ○        

11 法第 32 条第 4 項の規定による認可     ○        

12 法第 32 条第 5 項の規定による届出
の受理  

    ○       
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5 三 重 県 の 事

務 処 理 の 特
例 に 関 す る
条例（平成 12

年 三 重 県 条
例第 2 号）に
基 づ く 交 付

金 交 付 要 綱
に 関 す る 事
務 

1 要綱第 6の規定による特例処理事務

交付金の決定及び交付  

    ○       

2 要綱第 7の規定による各市町の前年
度における特例処理事務の処理状況

等に係る報告書の徴収  

    ○       

3 要綱第 8の規定による調整交付金の
決定及び交付  

    ○       

別 表 第 一 地 域 連 携 部 市 町 行 財 政 課 の 表 中 第 十 九 号 の 項 か ら 第 二 十 一 号 の 項 ま で を 削 る 。  

別 表 第 一 地 域 連 携 部 総 務 企 画 課 の 表 を 削 る 。  

別 表 第 一 地 域 連 携 部 ス ポ ー ツ 推 進 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

5 三 重 県 ス ポ
ー ツ 推 進 条
例 （ 平 成 26

年 三 重 県 条
例第 95 号）
の 施 行 に 関

する事務  

条例第 16条の規定による推進計画の
決定 

  ○         

別 表 第 一 地 域 連 携 部 南 部 地 域 活 性 化 推 進 課 の 表 第 一 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

1 過 疎 地 域 の
持 続 的 発 展
の 支 援 に 関

す る 特 別 措
置法（令和 3
年 法 律 第 19

号）の施行に
関する事務  

1 法第 7 条第 1 項の規定による持続的
発展方針の策定  

  ○         

2 法第 7 条第 4 項の規定による持続的

発展方針の国への協議  

  ○         

 3 法第 8 条第 7 項の規定による市町計
画の協議  

    ○       

 4 法第 9 条第 1 項の規定による県計画
の策定  

  ○         

別 表 第 一 農 林 水 産 部 団 体 検 査 課 の 表 第 十 一 号 の 項 中 「 第 66 条及び三重県卸売市場条例（平成 12 年三重県条例

第 20 号）第 53 条 」 を 「第 14 条において準用する第 12 条及び三重県卸売市場条例（令和元年三重県条例第 14

号）第 14 条 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 担 い 手 支 援 課 の 表 中 第 十 三 号 の 項 か ら 第 十 七 号 の 項 ま で を 削 り 、 第 十 八 号 の 項 を 第 十 三 号

の 項 と し 、 第 十 九 号 の 項 か ら 第 二 十 八 号 の 項 ま で を 削 り 、 第 二 十 九 号 の 項 を 第 十 四 号 の 項 と し 、 第 三 十 号 の 項 か

ら 第 三 十 三 号 の 項 ま で を 十 五 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

15 
 

肥 料 の 品 質
の 確 保 等 に

関 す る 法 律
（昭和 25 年
法 律 第 127

号）の施行に
関する事務  

1 法第 7 条の規定による肥料の登録          ○            

2  法第 10 条の規定による登録証の交

付 

    ○       

3 法第 12 条の規定による登録の更新      ○       

4 法第 13 条の規定による登録事項等
の変更の届出の受理及び登録証の書
替え交付  

    ○       

5 法第 15 条の規定による登録失効の

届出の受理  

    ○       

6 法第 16 条の規定による登録等の公
告及び通知  

    ○       

7 法第 16 条の 2 の規定による指定混

合肥料生産業等の届出の受理  

    ○       

8  法第 19 条の規定による事故肥料の
譲渡許可  

    ○       

9 法第 21 条の規定による表示の命令      ○       

10 法第 22条の規定による特殊肥料の

生産業者等の届出の受理  

    ○       

11 法第 22 条の 2 第 2 項の規定による
農林水産大臣への申出  

    ○       
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12 法第 23条の規定による販売業務等

の届出の受理  

    ○       

13 法第 29条の規定による業務報告の
徴収 

    ○       

14 法第 30 条第 1 項及び第 3 項の規定

による立入検査及び収去  

           

(1) 農林水産事務所等の所掌に属
するもの  

       ○    農林水産事
務所等  

(2) (1)以外のもの      ○       

15 法第 30 条第 4 項の規定による報告      ○       

16 法第 30 条第 7 項の規定による検査

結果の公表  

    ○       

17 法第 31条の規定による違反の場合
の行政処分  

    ○       

18 法第 33条の規定による聴聞の実施      ○       

19 法第 35条の規定による適用除外肥

料の指定  

    ○       

20 分析結果の報告        ○    農業研究所  

16 農 薬 取 締 法
（昭和 23 年
法律第 82 号）

の 施 行 に 関
する事務  

1 法第 17 条の規定による販売業者の
届出の受理  

    ○       

2 法第 29 条第 1 項の規定による報告
命令及び立入検査  

           

(1) 農林水産事務所等の所掌に属
するもの  

       ○    農林水産事
務所等  

(2) 病害虫防除所の所掌に属する
もの  

      ○    病害虫防除
所 

(3) (1)及び(2)以外のもの      ○       

3 法第 29 条第 2 項の規定による農林

水産大臣又は環境大臣への報告  

    ○       

4 法第 29 条第 3 項の規定による報告
命令及び立入検査  

           

(1) 農林水産事務所等の所掌に属

するもの  

       ○    農林水産事

務所等  

(2) 病害虫防除所の所掌に属する
もの  

      ○    病害虫防除
所 

(3) (1)及び(2)以外のもの      ○       

5 法第 31 条第 2 項及び第 4 項の規定

による監督処分  

    ○       

17 植 物 防 疫 法
（昭和 25 年
法 律 第 151

号）の施行に
関する事務  

1 法第 21 条の規定による有害動植物
のまん延の報告  

    ○       

2 法第 23 条第 2 項の規定による発生
予察事業への協力  

    ○       

3 法第 24 条第 2 項の規定による防除

計画の策定  

    ○       

4 法第 24 条第 4 項の規定による防除
計画の告示及び報告  

    ○       

5 法第 24 条第 5 項の規定による防除

計画の告示  

    ○       

6 法第 29 条の規定による必要な措置      ○       

7 法第 31 条第 1 項の規定による発生
予察事業の実施  

         ○ 病害虫防除
所 

8 法第 31 条第 2 項の規定による発生

予察事業についての報告  

         ○ 病害虫防除

所 
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9 法第 32 条第 4 項の規定による病害

虫防除所の事務の実施  

         ○ 病害虫防除

所 

10 法第 38条の規定による都道府県が
処理する事務等の実施  

    ○       

11 植物防疫法施行規則（昭和 25 年農

林省令第 73 号）第 38 条の規定によ
る協力成績の提出  

    ○       

12 省令第 39条の規定による費用請求
書の提出  

    ○       

13 植物防疫法施行細則（昭和 32 年三

重県規則第 59 号）第 2 条及び第 3 条
の規定による病害虫防除員の任免  

         ○ 病害虫防除

所 

14 規則第 4 条の規定による病害虫防

除員に対する指示  

         ○ 病害虫防除

所 

15 規則第 6 条第 2 項の規定による病
害虫発生報告  

         ○ 病害虫防除
所 

16 規則第 8 条の規定による防除計画
の指示  

         ○ 病害虫防除
所 

17 規則第 9 条の規定による防除勧告           ○ 病害虫防除

所 

18 規則第 11条の規定による事業概要
及び諸調査の結果の報告  

         ○ 病害虫防除
所 

18 三 重 国 際 水

準 Ｇ Ａ Ｐ 支
援 制 度 実 施
要綱（令和 3

年 農 林 水 第
17―360 号）
に 関 す る 事

務 

1 要綱第 8 条第 3 項及び第 4 項の規定

による現地確認の結果及びそれに基
づく改善点の通知並びに三重国際水
準ＧＡＰ支援委員会への報告  

       ○    農林水産事

務所等  

2 要綱第 9 条第 2 項の規定による三重

国際水準ＧＡＰ支援委員会への報告  

       ○    農林水産事

務所等  

3 要綱第 11 条第 3 項の規定による評
価の結果の通知  

    ○       

19 三 重 県 農 業

経 営 近 代 化
資 金 利 子 補
給 金 交 付 規

則 （ 昭 和 36
年 三 重 県 規
則第 87 号）

の 施 行 に 関
する事務  

1 規則第 2条の規定に基づく三重県農

業経営近代化資金利子補給基準に係
る知事の認定  

       ○    農林水産事

務所等  

2 規則第 3条の規定による利子補給契
約の締結  

    ○       

3 規則第 6 条第 1 項の規定による利子

補給金の打切りの決定  

    ○       

4 規則第 6 条第 2 項の規定による利子
補給金の打切りの決定及び利子補給
金の返還命令  

    ○       

5 規則第 7条の規定による利子補給に
係る資金の融資に関する報告の徴収
及び帳簿、書類等の調査  

           

(1) 農業近代化資金融通法（昭和 36 

年法律第 202 号）第 2 条第 2 項第 1
号、第 2 号、第 4 号及び第 5 号に
掲げる融資機関が同条第 1 項第 1

号に掲げる者に貸し付ける資金の
融資に係るもの  

       ○    農林水産事

務所等  

(2) (1)以外のもの      ○       

6 三重県農業経営近代化資金融通措
置要綱第 8 の 3 の規定による利子補給

の承諾  

       ○    農林水産事
務所等  

7 要綱第 8 の 3 の規定による利子補給
の変更承認  

       ○    農林水産事
務所等  

8 要綱第 5 の 2 の規定による融資予定

目標額の策定  

     ○      

20 三 重 県 中 山  1 要領第 4 の 9 の (3)の規定による利      ○       
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 間 地 域 活 性

化 資 金 利 子
補 給 補 助 金
交付要領（平

成 12 年金第
608 号）に関
する事務  

子補給条件変更の諾否の決定             

 2 要領第 6 の 1 の規定による利子補給

金の打切りの決定  

    ○       

 3 要領第 6 の 2 の規定による利子補給
金の打切りの決定及び利子補給金の
返還命令  

    ○       

 4 要領第 9の規定による利子補給に係

る中山間資金の融通に関する報告の
徴収及び帳簿、書類等の調査  

       ○    農林水産事

務所等  

21 天 災 に よ る

被 害 農 林 漁
業 者 等 に 対
す る 資 金 の

融 通 に 関 す
る 暫 定 措 置
法 （ 昭 和 30

年法律第 136
号）の施行に
関する事務  

1 法第 2 条第 5 項の規定による特別被

害地域の指定  

   ○        

2 法第 2 条第 5 項の規定による特別被
害地域の農林水産大臣への協議  

   ○        

3 法第 7条の規定による融資を受けた
農業協同組合等に対する報告の徴収

及び立入検査  

       ○    農林水産事
務所等  

22 三 重 県 農 林

漁 業 災 害 融
資 融 通 に 伴
う 利 子 補 給

及 び 損 失 補
償 に 関 す る
補 助 金 交 付

規則（昭和 36
年 三 重 県 規
則第 14 号）

の 施 行 に 関
する事務  

1 規則第 3条の規定による補助対象の

認定 

       ○    農林水産事

務所等  

2 規則第 6条の規定による利子補給費
補助金等の交付の決定  

   ○        

3 規則第 8条の規定による利子補給費
補助金等の額の確定  

   ○        

4 規則第 13 条第 1 項の規定による損
失補償費補助金等の交付の決定  

   ○        

5 規則第 16 条の規定による補助金の
打切りの決定及び返還の命令  

   ○        

23 三 重 県 農 林

漁 業 災 害 資
金 融 通 に 関
す る 補 助 金

交付要綱（平
成 3 年 経 第
1505 号）に関

する事務  

1 要綱第 2 条第 10 項の規定による貸

付条件の決定  

    ○       

2 要綱第 3 条第 1 項の規定による特別
災害の指定  

    ○       

3 要綱第 6条の規定による補助対象の

認定 

       ○    農林水産事

務所等  

24 経 営 構 造 改
革 総 合 資 金
制 度 実 施 要

綱 （ 平 成 17
年 16 経営第
8802 号）の施

行 に 関 す る
事務 

要綱第 3 の 4 の規定による総合計画
の承認  

    ○       

25 山 村 振 興 法

（昭和 40 年
法律第 64 号）
の 施 行 に 関

する事務  

法第 17条の規定による農林漁業経営

改善計画の認定  

    ○       

26 株 式 会 社 日
本 政 策 金 融
公 庫 に よ る

中 山 間 地 域
活 性 化 資 金
の 融 通 に 関

す る 措 置 要
綱（平成 2 年
2 農 経 Ａ 第

336 号）に関
する事務  

要綱第 3 の規定による意見及び推薦      ○       

27 株 式 会 社 日
本 政 策 金 融

公 庫 調 査 委  

1 規則第 2 条第 1 項の規定による調査
の受託及び同条第 2項の規定による書

類の提出  

    ○       
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 嘱規則（（農

林）（平成 20
年農林（営）
3））の施行

に 関 す る 事
務 

2 規則第 2 条第 3 項の規定による調査

書の提出  

           

 (1) 農協病院の貸付対象事業調書
及び工事竣工認定調書に係るもの  

     ○      

 (2) (1)以外の貸付対象事業調書及

び工事竣工認定調書に係るもの  

       ○    農林水産事

務所等  

  (3) 補助金交付状況調書に係るも
の 

     ○      

28 三 重 県 農 業
経 営 基 盤 強

化 資 金 利 子
補 給 補 助 金
交付要領（平

成 12 年金第
633 号）に関
する事務  

1 要領第 8 の 1 の規定による利子補給
補助の諾否の決定  

    ○       

2 要領第 12 の 1 の規定による利子補
給補助の取消しの決定  

    ○       

3 要領第 13 の 1 の規定による利子補
給補助金の返還命令  

    ○       

29 三 重 県 農 業
経 営 改 善 促
進 資 金 融 通

事 業 実 施 要
綱（平成 7 年
経第 487 号）

に 関 す る 事
務 
  

  
  
  

1 要綱第 5 の 1 の(1)の規定による貸
付予定目標額の策定  

    ○       

2 要綱第 5 の 1 の(2)の規定による融
資機関別の貸付目標額及び低利預託

基金預託額の決定  

    ○       

3 要綱第 5 の 2 の(3)の規定による低
利預託基金の預託の指示  

    ○       

4 要綱第 5 の 2 の(4)の規定による低
利預託基金の預託額の通知  

    ○       

5 要綱第 7 の 2 の規定による低利預託
基金等への指示  

    ○       

6 要綱第 7 の 3 の規定による融資機関
への指示  

       ○    農林水産事
務所等  

7 要綱第 8 の 3 の規定による低利預託

基金預託等状況報告の提出  

    ○       

30 三 重 県 農 業
経 営 改 善 促

進 資 金 低 利
預 託 基 金 利
子 補 給 金 交

付要領（平成
7 年経第 488
号）に関する

事務 

1 要領第 4 の 2 の規定による利子補給
契約の締結  

    ○       

2 要領第 6の規定による利子補給の諾

否の決定  

    ○       

3 要領第 7の規定による利子補給条件
変更の諾否の決定  

    ○       

4 要領第 12 の 1 の規定による利子補

給金の打切りの決定  

    ○       

5 要領第 12 の 2 の規定による利子補
給金の打切りの決定及び利子補給金
の償還命令  

    ○       

6 要領第 13 の規定による利子補給に

係る低利預託金の融通に関する報告
の徴収及び帳簿、書類等の調査  

    ○       

31 農 家 負 担 軽
減 支 援 特 別

資 金 融 通 措
置要綱（平成
7 年 7 農経Ａ

第 299 号）に
関する事務  

要綱第 4 の 3 の規定による農業経営
改善推進計画の承認の取消し  

    ○       

32 三 重 県 農 家

負 担 軽 減 支
援 特 別 資 金
利 子 補 給 補

助 金 交 付 要
領 （ 平 成 12
年 金 第 610

号）に関する 

1 要領第 8 の 6 の規定による利子補給

条件変更の諾否の決定  

    ○       

 2 要領第 14 の 1 の規定による利子補
給金の打切りの決定  

    ○       

 3 要領第 14 の 2 の規定による利子補

給金の打切りの決定及び利子補給金  

       ○    農林水産事

務所等  
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 事務 の打切りの決定及び利子補給金の返

還命令  

           

33 農 業 信 用 保
証 保 険 法 施
行令（昭和 36

年政令第 348
号）に関する
事務 

政令第 8 条第 1 項第 1 号の規定によ
る農業信用基金協会の業務及び財産の
状況に関する報告の徴収  

    ○       
別 表 第 一 農 林 水 産 部 農 産 園 芸 課 の 表 第 一 号 の 項 第 六 号 中 「 農業研究所等 」 を 「農業研究所 」 に 改 め 、 同 項 第 九

号 か ら 第 十 一 号 ま で の 規 定 中 「 農林水産事務所 」 を 「農林水産事務所等 」 に 改 め 、 同 表 中 第 十 二 号 の 項 か ら 第 十

四 号 の 項 ま で を 削 り 、 第 十 五 号 の 項 を 第 十 二 号 の 項 と し 、 第 十 六 号 の 項 か ら 第 十 九 号 の 項 ま で を 三 号 ず つ 繰 り 上

げ る 。  

 別 表 第 一 農 林 水 産 部 畜 産 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

14 畜 舎 等 の 建

築 等 及 び 利
用 の 特 例 に
関 す る 法 律

（令和 3 年法
律第 34 号）
の 施 行 に 関

する事務  

1 法第 3 条第 3 項の規定による畜舎等

の建築等及び利用に関する計画の認
定及び同条第 6 項の規定による公表  

    ○       

2 法第 4 条第 1 項の規定による畜舎等
の建築等及び利用に関する変更計画

の認定  

    ○       

3 法第 4 条第 2 項の規定による畜舎等
の建築等及び利用に関する計画の軽
微な変更の届け出の受理  

    ○       

4 法第 6 条第 1 項の規定による認定畜
舎等の工事完了の届け出の受理  

    ○       

5 法第 6 条第 2 項の規定による認定畜
舎等の仮使用の認定  

    ○       

6 法第 9 条第 2 項の規定による認定計

画実施者の相続の届け出の受理  

    ○       

7 法第 10 条第 1 項の規定による認定
畜舎等の譲渡、同条第 2 項による認定
計画実施者の合併及び同条第 3項によ

る分割の認可  

    ○       

8 法第 11 条第 1 項の規定による認定
計画実施者の解散の届け出の受理  

    ○       

9 法第 13 条第 1 項の規定による認定

畜舎等の利用の状況の報告、同条第 2
項の規定による認定畜舎等の滅失の
届け出の受理  

    ○       

10 法第 14 条第 1 項の規定による報告

の徴収、同条第 2 項の規定による物
件の提出及び同条第 3 項の規定によ
る立入検査  

    ○       

11 法第 15 条第 1 項、第 2 項及び第 3

項の規定による違反を是正するため
の措置命令及び同条第 4 項の規定に
よる使用の停止、保安上の措置命令  

    ○       

12 法第 15 条第 5 項の規定による知事
又はその命じた者、若しくは委任し
た者が行う措置及び行うべき旨の公

告 

  ○         

13 法第 16 条第 2 項の規定による認定
の取り消し及び同条第 3 項の規定に
よる通知及び公表  

    ○       

14 法第 18 条第 1 項の規定による認定

畜舎等の使用の禁止、使用の制限そ
の他安全上、防火上又は避難上必要
な措置命令  

    ○       

別 表 第 一 農 林 水 産 部 森 林 ・ 林 業 経 営 課 の 表 中 第 十 一 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  
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11 林 業 普 及 指

導 推 進 要 綱
（平成 17 年
林整研第 169

号）に関する
事務 

1 要綱第 4 の 4 の規定による実施方針

の林野庁長官への報告  

      ○    林業研究所  

 2 要綱第 5 の 1 の規定による毎年度の  
実施計画書の林野庁長官への報告  

      ○    林業研究所  

 3 要綱第 5 の 2 の規定による毎年度の

実施計画に基づく事業実績の林野庁
長官への報告  

      ○    林業研究所  

別 表 第 一 農 林 水 産 部 水 産 振 興 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

20 三 重 県 水 産

業 及 び 漁 村
の 振 興 に 関
する条例（令

和 2 年三重県
条例第 4 号）
の 施 行 に 関

する事務  

条例第 8 条第 5 項の規定による基本

計画に基づく施策等の実施状況の公表  

   ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 水 産 資 源 管 理 課 の 表 第 四 号 の 項 中 第 五 十 八 号 を 第 五 十 九 号 と し 、 第 四 十 八 号 か ら 第 五 十 七

号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 四 十 七 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。  

48  法第 132 条に基づく省令による特
定水産動植物の採捕の許可  

    ○        

別 表 第 一 農 林 水 産 部 水 産 資 源 管 理 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

15 特 定 水 産 動

植 物 等 の 国
内 流 通 の 適
正 化 等 に 関

す る 法 律 第
十 三 条 第 二
項 の 規 定 に

よ り 都 道 府
県 が 処 理 す
る 事 務 に 関

する政令（令
和 4 年政令第
18 号）の施行

に 関 す る 事
務 

1 令第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に

よる特定第一種水産動植物採捕者等
に係る届出の受理及び番号の通知  

    ○       

2 令第 1 項第 3 号から第 5 号までの規
定よる勧告及び命令  

    ○       

3 令第 1 項第 6 号の規定による特定第

一種水産動植物等取扱事業者に係る
届出の受理  

    ○       

4 令第 1 項第 7 号及び第 8 号の規定に

よる報告の徴収、物件の提出の要求及
び立入検査  

    ○       

別 表 第 一 雇 用 経 済 部 三 重 県 営 業 本 部 担 当 課 の 表 中 「 三重県営業本部担当課 」 を 「県産品振興課 」 に 改 め 、 同 表

第 二 号 の 項 を 削 る 。  

別 表 第 一 雇 用 経 済 部 も の づ く り 産 業 振 興 課 の 表 中 「 ものづくり産業振興課 」 を 「新産業振興課 」 に 改 め 、 同 表

中 第 五 号 の 項 及 び 第 六 号 の 項 を 削 り 、 第 七 号 の 項 を 第 五 号 の 項 と し 、 第 八 号 の 項 を 第 六 号 の 項 と す る 。  

別 表 第 一 雇 用 経 済 部 中 小 企 業 ・ サ ー ビ ス 産 業 振 興 課 の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

23 鉱業法（昭和
25 年 法 律 第
289 号）の施

行 に 関 す る
事務 

法第 24条の規定による鉱業権の設定
の出願に係る協議  

    ○       

24 三 重 県 産 業

廃 棄 物 抑 制
等 研 究 開 発
事 業 費 補 助

金 及 び 三 重
県 産 業 廃 棄
物 抑 制 等 設

備 機 器 整 備
費 補 助 金 に
関する事務  

1 実施計画及び実施計画の変更の承

認並びに実施計画の取消し  

    ○       

2 遅延等報告、状況報告及び実績報告
等の徴収  

    ○       

別 表 第 一 雇 用 経 済 部 企 業 誘 致 推 進 課 の 表 第 六 号 の 項 中 「（平成 17 年法律第 24 号） 」 を 削 る 。  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 十 八 号 か ら 第 二 十 四 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

18 法第 10 条第 1 項の規定による特定

開発行為の許可  
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  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

19 法第 14 条第 1 項の規定による特定

開発行為既着手の場合の届出の受理  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

20 法第 15条の規定による国等が行う

特定開発行為に係る協議  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

21 法第 17 条第 1 項の規定による特定

開発行為の変更許可  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

22 法第 17 条第 3 項の規定による特定

開発行為の変更に係る届出の受理  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

23 法第 18 条第 1 項の規定による対策
工事等の完了の届出の受理  

           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

24 法第 18 条第 2 項の規定による対策
工事等の完了検査及び検査済証の交

付 

           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 二 十 六 号 か ら 第 三 十 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

26 法第 20条の規定による対策工事等

の廃止の届出の受理  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

27 法第 21 条第 1 項の規定による措置

命令 
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

28 法第 21 条第 2 項の規定による代執

行措置命令等  
           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

29 法第 21 条第 2 項の規定による代執

行措置命令の公告  
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  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

30 法第 21 条第 3 項の規定による措置
命令等の標識の設置等  

           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 三 十 二 号 及 び 第 三 十 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

32 法第 22 条第 1 項の規定による立入
検査 

           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

33 法第 23条の規定による報告の徴収
等 

           

  (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する特定開発行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 四 号 の 項 第 三 号 中 「 第 6 条第 1 項第 5 号ロ 」 を 「第 6 条第 1 項第 6 号ロ 」

に 改 め 、 同 項 中 第 十 九 号 か ら 第 二 十 三 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

19 法第 34 条第 2 項及び第 4 項の規定
による砂利採取場等への立入検査等  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○        

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

20 法第 34 条第 5 項の規定による立入
検査員の身分を示す証明書の発行  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○        

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

21 法第 36 条第 1 項及び第 2 項の規定
による通報の受理  

    ○        

22 法第 36 条第 3 項の規定による通報      ○        

23 法第 36 条第 4 項の規定による関係
市町長への通報  

         ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 四 号 の 項 中 第 二 十 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

26 法第 38 条第 1 項の規定による登録

の取消し等に係る聴聞  

           

(1) 法第 12 条の規定による登録の
取消し等に係るもの  

    ○        

(2) 法第 26 条の規定による認可の
取消し等に係るもの  

         ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 四 号 の 項 中 第 二 十 九 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

29 省令第 10 条の規定による業務主
任者試験に係る受験願書の受理  

     ○      

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 五 号 の 項 第 三 号 中 「 第 32 条の 4 第 1 項第 5 号ロ 」 を 「第 32 条の 4 第 1

項第 6 号ロ 」 に 改 め 、 同 項 中 第 二 十 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

22 法第 34 条の 4 の規定による登録の
取消し等に係る聴聞  

           

(1) 法第 32 条の 10 の規定による登
録の取消し等に係るもの  

    ○        

(2) 法第 33 条の 12 の規定による認
可の取消し等に係るもの  

         ○ 建設事務所  
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別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 五 号 の 項 中 第 二 十 四 号 及 び 第 二 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

24 法第 42 条第 1 項の規定による立入

検査等  
           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○        

(2) 地域機関の所掌に属するもの           ○ 建設事務所  

25 法第 42 条第 2 項の規定による立入
検査員の身分を示す証票の発行  

           

(1) 本庁の所掌に属するもの      ○        

(2) 地域機関の所掌に属するもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 五 号 の 項 中 第 二 十 八 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

28 省令第 8 条の 9 の規定による業務
管理者試験に係る受験願書の受理  

     ○      

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 十 一 号 か ら 第 二 十 四 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

11 三重県砂防指定地等管理条例（平

成 14 年三重県条例第 66 号）第 4 条
第 1 項の規定による行為の許可  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

12 条例第 4 条第 2 項後段の規定によ
る行為の届出の受理  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

13 条例第 5 条の規定による占用許可             

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

14 条例第 8 条（条例第 10 条第 3 項（条
例第 11条において準用する場合を含

む。）及び第 11 条において準用する
場合を含む。）の規定による許可の
条件の決定  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

15 条例第 10 条第 1 項（条例第 11 条
において準用する場合を含む。）の

規定による許可事項の変更許可  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

16 条例第 14 条第 3 項の規定による地

位承継届の受理  
           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

17 条例第 15 条第 1 項の規定による権
利義務の譲渡の承認  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

18 条例第 16条の規定による許可事項  
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の変更命令  
           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

19 条例第 17 条第 1 項及び第 2 項の規
定による措置命令  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

20 条例第 18条の規定による許可等の
取消し  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

21 条例第 19条の規定による砂防指定
地内行為休廃止届の受理  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

22 条例第 20条ただし書の規定による
原状回復義務の免除  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

23 条例第 21 条第 1 項の規定による行

為の完了検査等  
           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

24 条例第 22 条第 1 項の規定による他

人の土地への立入り  
           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 六 号 の 項 中 第 二 十 六 号 を 次 の よ う に 改 め る 。  

26 三重県砂防指定地等管理条例施行

規則（平成 15 年三重県規則第 2 号）
第 8 条第 1 項の規定による砂防指定
地内行為許可等の更新許可  

           

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する行為に係るもの  

      ○    建設事務所  

(2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 七 号 の 項 中 第 十 三 号 か ら 第 十 五 号 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

13 法第 18 条第 1 項の規定による行為

の許可  

      ○    建設事務所  

14 法第 20 条第 2 項の規定による行為
に係る国等との協議  

      ○    建設事務所  

15 法第 21 条第 1 項及び第 2 項の規定
による許可の取消し等及び行為の中

止等の命令  

      ○    建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 防 災 砂 防 課 の 表 第 九 号 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

9 三 重 県 土 採
取 規 制 条 例  

1 条例第 4 条第 1 項の規定による採取 
計画の認可  
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 （平成 13 年

三 重 県 条 例
第 8 号）の施
行 に 関 す る

事務 

(1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

 2 条例第 4 条第 2 項、第 8 条第 2 項、 
第 14 条、第 17 条第 2 項及び附則第 3 

項の規定による届出書の受理  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  3 条例第 8 条第 1 項の規定による採取

計画の変更認可  
           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  4 条例第 12 条の規定による変更命令             

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  5 条例第 13 条第 1 項及び第 2 項の規
定による措置命令  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  6 条例第 15 条の規定による採取跡地
における災害防止命令  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  7 条例第 16 条の規定による認可等の
取消し等の命令  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  8 条例第 19 条の規定による報告の徴収             

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域
に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  9 条例第 20 条第 1 項の規定による立
入検査  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する採取計画に係るもの  
      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  10 条例第 21 条の規定による関係行政
機関への協力要請  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する採取計画に係るもの  

      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  

  11 条例第 22 条の規定による関係市町
長への通知  

           

 (1) 2 以上の建設事務所の所管区域

に属する採取計画に係るもの  
      ○    建設事務所  

 (2) (1)に掲げるもの以外のもの           ○ 建設事務所  
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別 表 第 一 県 土 整 備 部 都 市 政 策 課 の 表 第 一 号 の 項 第 三 十 八 号 中 「 第 60 条 」 を 「第 60 条第 1 項及び第 2 項 」 に 改

め 、 同 表 第 三 号 の 項 第 二 十 一 号 中 「 第 14 条の 6 第 2 項 」 を 「第 14 条の 6 第 2 項及び第 14 条の 7 の 2 」 に 改 め る 。  
別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 三 号 の 項 中 第 五 号 を 第 六 号 と し 、 第 四 号 を 第 五 号 と し 、 第 三 号 の 次 に 次

の 一 号 を 加 え る 。  

4 法第 12 条の 5 第 4 項の規定による
協議に係る同意  

           

(1) (2)に掲げるもの以外のもの         ○   建設事務所  

(2) 松阪建設事務所、志摩建設事務
所、尾鷲建設事務所及び熊野建設
事務所に係るもの  

        ○  建設事務所  

別 表 第 一 県 土 整 備 部 建 築 開 発 課 の 表 第 七 号 の 項 第 二 十 二 号 中 「 第 60 条 」 を 「第 60 条第 1 項 」 に 改 め 、 同 表 に

次 の よ う に 加 え る 。  

19 長 期 優 良 住

宅 の 普 及 の
促 進 に 関 す
る法律（平成

20 年 法 律 第
87 号）の施行
に 関 す る 事

務 

1 法第 18 条第 1 項の規定による容積

率の特例許可  

    ○       

2 法第 18 条第 2 項において準用する
第 94 条の規定による建築審査会の同

意を求めること  

    ○       

別 表 第 一 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 の 表 第 一 号 の 項 を 次 の と お り 改 め る 。  

1 公 営 住 宅 法
（昭和 26 年

法 律 第 193
号）の施行に
関する事務  

  

1 法第 11 条第 1 項の規定による補助
金の交付申請  

    ○       

2 法第 37 条第 1 項の規定による県営
住宅の建替計画の申請  

   ○        

 3 法第 44 条第 1 項の規定による県営
住宅の譲渡に係る国土交通大臣への

承認申請  

   ○        

  4 法第 44 条第 3 項の規定による県営
住宅の用途廃止に係る国土交通大臣
への承認申請  

   ○        

  5 法第 46 条第 1 項の規定による事業

主体変更に係る国土交通大臣への承
認申請  

   ○        

  6 法第 49 条第 1 項の規定による報告

書の提出命令及び物件等の実施検査
のための職員の指定  

    ○       

  7 三重県営住宅条例（平成 9 年三重県
条例第 52 号）第 4 条の規定による県

営住宅入居者の募集  

    ○       

  8 条例第 5条の規定による県営住宅へ
の入居の決定  

    ○       

  9 条例第 6 条第 3 項の規定による調査      ○       

  10 条例第 6 条第 4 項の規定による市

町に対する意見照会  

    ○       

  11 条例第 8 条第 3 項の規定による入
居者の決定  

    ○       

  12 条例第 10 条第 1 項の規定による入
居日の指定  

     ○      

  13 条例第 10 条第 2 項の規定による入

居の決定の取消し  

    ○       

  14 条例第 12条の規定による同居の承
認 

    ○       

  15 条例第 13 条第 1 項の規定による入

居の承継の承認  

    ○       

  16 条例第 14 条第 1 項及び第 2 項の規
定による家賃決定（条例第 14 条第 5 

    ○       
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  項により公営住宅とみなされる準公

営住宅を含む。）  

           

  17 条例第 14 条第 3 項の規定による公
営住宅法施行令第 2 条第 1 項第 4 号
に規定する数値の決定（条例第 14 条

第 5 項により公営住宅とみなされる
準公営住宅を含む。）  

    ○       

  18 条例第 14 条第 4 項の規定による近
傍同種の住宅の家賃の決定（条例第

14 条第 5 項により公営住宅とみなさ
れる準公営住宅を含む。）  

    ○       

  19 条例第 15 条第 2 項の規定による入
居者の収入の把握  

    ○       

  20 条例第 15 条第 3 項の規定による収
入額の認定  

    ○       

  21 条例第 15 条第 4 項の規定による認
定した収入額の更正  

    ○       

  22 条例第 16 条第 2 項ただし書による

納付期限の指定（条例第 29 条第 4 項、
条例第 31 条第 3 項、条例第 43 条及
び条例第 50 条の 5 第 2 項において準

用する場合を含む。）  

    ○       

  23 条例第 16 条第 4 項による明渡日の
認定（条例第 29 条第 4 項、条例第 31
条第 3 項、条例第 43 条及び条例第 50

条の 5 第 2 項において準用する場合
を含む。）  

    ○       

  24 条例第 18条の規定による家賃又は

敷金の減免等に係る決定（条例第 29
条第 4 項及び条例第 31 条第 3 項にお
いて準用する場合を含む。）  

    ○       

  25 条例第 19 条第 3 項の規定による指

示（条例第 43 条において準用する場
合を含む。）  

    ○       

  26 条例第 21 条第 2 項の規定による原
状の回復等に係る指示（条例第 43 条

において準用する場合を含む。）  

    ○       

  27 条例第 23条の規定による一時不在
の承認（条例第 43 条及び条例第 50
条の 8 において準用する場合を含

む。）  

     ○      

  28 条例第 25条の規定による用途変更
の承認（条例第 43 条及び条例第 50

条の 8 において準用する場合を含
む。）  

    ○       

  29 条例第 26 条第 1 項の規定による模
様替え及び増築の承認（条例第 43 条

において準用する場合を含む。）  

     ○      

  30 条例第 27 条第 1 項の規定による収
入超過者の認定  

    ○       

  31 条例第 27 条第 2 項の規定による高
額所得者の認定  

    ○       

  32 条例第 27 条第 3 項の規定による収
入超過者及び高額所得者の認定の更
正  

    ○       

  33 条例第 30 条第 1 項の規定による県

営住宅の明渡し請求  

   ○        

  34 条例第 33 条第 1 項の規定による収
入状況の報告請求等  

    ○       

  35 条例第 34 条第 1 項の規定による県     ○        
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  営住宅の明渡し請求（条例第 43 条に

おいて準用する場合を含む。）  

           

  36 条例第 35 条第 2 項の規定による入
居手続期限の指定  

     ○      

  37 条例第 36条の規定による家賃の減
額決定  

    ○       

  38 条例第 37条の規定による家賃の減

額決定  

    ○       

  39 条例第 38条の規定による県営住宅
の明渡し検査（条例第 43 条において

準用する場合を含む。）  

    ○       

  40 条例第 39条の規定による県営住宅
の明渡し請求（条例第 50 条の 6 第 2
項において準用する場合を含む。）  

   ○        

  41 条例第 40条の規定による社会福祉

法人等に対する使用許可決定  

    ○       

  42 条例第 44条の規定による社会福祉
法人等に対する使用状況の報告請求  

    ○       

  43 条例第 46条の規定による社会福祉

法人等に対する使用許可の取消し  

    ○       

  44 条例第 50 条の 3 第 3 項の規定によ
る駐車場の使用者の決定  

    ○       

  45 条例第 50 条の 4 第 3 項の規定によ
る駐車場の使用料の減免等の決定  

    ○       

  46 条例第 50 条の 6 の規定による駐車

場の使用の決定の取消し及び明渡し
請求 

   ○        

  47 条例第 50 条の 7 の規定による駐車

場の明渡し検査  

    ○       

  48 条例第 53条の規定による指定管理
者の指定の申請の告知  

    ○       

  49 条例第 54 条第 1 項の規定による指
定管理者の選定  

  ○         

  50 条例第 54 条第 2 項の規定による指

定管理者の指定  

  ○         

  51 条例第 55条の規定による指定管理
者の指定等の告示  

    ○       

  52 条例第 56条の規定による協定の締

結 

           

  (1) 基本協定に係るもの    ○         

  (2) 年度協定に係るもの      ○       

  53 条例第 57条の規定による事業報告
書の受理  

    ○       

  54 条例第 58条の規定による業務状況

の聴取等  

    ○       

 55 条例第 59条の規定による知事によ
る施設管理の決定  

    ○       

 56 条例第 62条の規定による県営住宅
管理人の任免  

    ○       

 57 条例第 63 条第 1 項の規定による立
入検査  

    ○       

 58 条例第 64条の規定による警察本部
長への意見聴取  

     ○      

 別 表 第 一 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 の 表 第 四 号 の 項 第 二 十 七 号 中 「 指定 」 を 「指定等 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 一 号 を

加 え る 。  
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32 条例第 41条の規定による警察本部

長への意見聴取  

     ○      

別 表 第 一 県 土 整 備 部 住 宅 政 策 課 の 表 第 九 号 の 項 第 五 十 号 中 「 組合の名称等 」 を 「事業代行開始 」 に 改 め 、 同 項

第 六 十 三 号 中 「 招集等 」 を 「 総会等の招集等 」 に 改 め 、 同 項 第 六 十 四 号 中 「 投票 」 を 「 理事等の解任投票 」 に 改

め 、 同 項 第 六 十 五 号 中 「 取消し 」 を 「投票の取消し 」 に 改 め 、 同 項 第 六 十 七 号 中 「 処分の取消し及び工事中止等 」

を 「必要な措置 」 に 改 め 、 同 項 第 七 十 二 号 中 「 第 129 条の 9 第 1 項 」 を 「第 129 条の 5 第 2 項及び法第 129 条の

9 第 2 項 」 に 改 め 、 同 表 第 十 四 号 の 項 中 「（平成 20 年法律第 87 号） 」 を 削 り 、 同 項 第 八 号 中 「 第 14 条第 1 項第 1

号 」 を 「第 14 条第 1 項第 1 号又は第 3 号 」 に 改 め る 。  

別 表 第 一 デ ジ タ ル 社 会 推 進 局 ス マ ー ト 改 革 推 進 課 の 表 中 「 スマート改革推進課 」 を 「デジタル改革推進課 」 に

改 め る 。  

別 表 第 二 共 通 決 裁 事 項 (7
)

財 産 に 関 す る 事 務 （ 三 重 県 流 域 下 水 道 事 業 に 限 る 。 ） の 表 第 六 号 の 項 を 次 の よ う に 改

め る 。  

6 行政財産の用途廃止

及び用途変更  

       全額   全額       

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 三 十 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 六 号  

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 四 年 三 重 県 規 則 第 五 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 書 類 の 提 出 方 法 ）  （ 書 類 の 提 出 方 法 ）  

第 九 条  こ の 規 則 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類

は 、 所 轄 建 設 事 務 所 長 に 対 し 正 本 一 部 及 び 当 該 急

傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 の 所 在 す る 市 町 の 数 に 一 を 加

え た 部 数 の 副 本 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 九 条  こ の 規 則 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類

は 、 所 轄 建 設 事 務 所 長 に 対 し 正 副 二 部 を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 三 十 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 七 号  

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 地 す べ り 防 止 区 域 管 理 規 則 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 規 則 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 書 類 の 提 出 方 法 ）  （ 書 類 の 提 出 方 法 ）  

第 八 条  こ の 規 則 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類

は 、 所 轄 事 務 所 長 に 対 し 正 本 一 部 及 び 当 該 地 す べ

り 防 止 区 域 の 所 在 す る 市 町 の 数 に 一 を 加 え た 部 数

の 副 本 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

第 八 条  こ の 規 則 の 規 定 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類

は 、 所 轄 事 務 所 長 に 対 し 二 部 を 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

２  （ 略 ）  ２  （ 略 ）  

附  則  
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こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 
三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 四 年 三 月 三 十 日  

                        三  重  県  知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 二 十 八 号  

三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 砂 防 指 定 地 等 管 理 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 書 類 の 提 出 部 数 ）  （ 書 類 の 提 出 部 数 ）  

第 十 七 条  （ 略 ）  第 十 七 条  （ 略 ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 行 為 等 を す る 土 地 が

二 以 上 の 建 設 事 務 所 の 所 管 区 域 に 所 在 す る 場 合 に

提 出 す る 書 類 の 部 数 は 、 前 項 に 規 定 す る 部 数 に 、

当 該 土 地 を 所 管 す る 建 設 事 務 所 の 数 か ら 一 を 減 じ

た 数 を 加 え た 部 数 の 副 本 と す る 。  
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 行 為 等 を す る 土 地 が

二 以 上 の 建 設 事 務 所 の 所 管 区 域 に 所 在 す る 場 合 に

提 出 す る 書 類 の 部 数 は 、 前 項 に 規 定 す る 部 数 に 当

該 土 地 を 所 管 す る 建 設 事 務 所 の 数 を 加 え た 部 数 の

副 本 と す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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